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コンポーネント事業本部

該非判定結果 計測技術部

■本該非判定結果は　2024年2月1日施行　の法改正に対応しています。

■本該非判定結果は、当社が行った判定結果を記載したものであり、政府機関や当社が輸出を認めるものではありません。
   当社製品の輸出に際しては、外為法及び関連法令の規定に従い、適切な手続きをお願いします。
■本該非判定結果は、当社製品の仕様に基づいたものです。
   お客様が加工、分解、改造等を施された当社製品や、当社製品を搭載したお客様の製品にはご利用いただくことはできません。

■本該非判定結果の見方
   ■輸出貿易管理令　別表第一の１項から１５項、別表第二
      判定結果 ： 「該当」　 ＝規制品目であり、規制値を満たす。
                       「非該当」＝規制品目であるものの、規制値を満たさない。
                       「対象外」＝規制品目に当てはまらない。
      判定結果が対象外のとき「いずれの項にも関係しない」となります。
      又は、項番が記載されている場合は、その他項番については「いずれの項にも関係しない」となります。
      輸出令別表第一の１項から１５項に非該当、もしくは対象外のものであっても、別表第一の１６項に該当します。
   ■米国輸出管理規則(EAR)
      判定結果 ： 「ECCN」  ＝規制品目リスト(Commerce Control List.  以下、CCL)で規定されている品目に附される分類番号。
                       「EAR99」 ＝EAR規制対象品目であり、CCLで規定されていない品目に附される分類番号。
                       「対象外」 ＝EAR規制対象品目に当てはまらないもの。

製品名 型番

判定結果 輸出令 省令 判定理由 判定結果 項番 判定理由 ECCN 判定理由
CGM-051
CGM-052
BGM-101
BGM-102
BGM-201
BGM-202
HGM-202
CGM2-051
CGM2-052
CGM2-101
CGM2-102
BGM2-101
BGM2-102
BGM2-201
BGM2-202
HGM2-202

非該当 2項(32) 1条三十七号 ・測定できる質量が
規制値以下のため。
・イオン源が規制さ
れる材料で作られて
いないため。

対象外 － 規制品目に当ては
まらないため。

対象外 米国産ではなく、ま
た米国規制ソフト
ウェア・技術に基づ
いて直接的に製造さ
れたものではないた
め。

非該当 2項(32) 1条三十七号 ・測定できる質量が
規制値以下のため。
・イオン源が規制さ
れる材料で作られて
いないため。

対象外 － 規制品目に当ては
まらないため。

対象外 米国産ではなく、ま
た米国規制ソフト
ウェア・技術に基づ
いて直接的に製造さ
れたものではないた
め。

非該当 2項(33) 1条三十八号 ・規制される材料で
保護されたシールを
用いていないため。
・ベローズ弁でない
ため。

対象外 － 規制品目に当ては
まらないため。

対象外 米国産ではなく、ま
た米国規制ソフト
ウェア・技術に基づ
いて直接的に製造さ
れたものではないた
め。

残留ガス分析計 HGM-302
HGM2-302

非該当 2項(32) 1条三十七号 ・イオン源が規制さ
れる装置を有してい
ないため。
・測定できる質量が
規制値以下のため。
・イオン源が規制さ
れる材料で作られて
いないため。

対象外 － 規制品目に当ては
まらないため。

対象外 米国産ではなく、ま
た米国規制ソフト
ウェア・技術に基づ
いて直接的に製造さ
れたものではないた
め。

イオンソース
分析管
オリフィス

BGM-IS01
BGM-AN101/AN201
BGM-AN102/AN202
HGM-AN202/302
CGM-IS01
CGM-AN51
CGM-AN52
CGM-AN051/101
CGM-AN052/102
RGM-IS01F
RGM-FL01F
RGM-AN201F
RGM-OF030F
RGM-OF010F

非該当 2項(32) 1条三十七号 ・測定できる質量が
規制値以下のため。
・イオン源が規制さ
れる材料で作られて
いないため。

対象外 － 規制品目に当ては
まらないため。

対象外 米国産ではなく、ま
た米国規制ソフト
ウェア・技術に基づ
いて直接的に製造さ
れたものではないた
め。

イオンソース
フィラメント

QFL-001、 QIS-001 非該当 2項(32) 1条三十七号 ・イオン源が規制さ
れる装置を有してい
ないため。
・測定できる質量が
規制値以下のため。
・イオン源が規制さ
れる材料で作られて
いないため。

対象外 － 規制品目に当ては
まらないため。

対象外 米国産ではなく、ま
た米国規制ソフト
ウェア・技術に基づ
いて直接的に製造さ
れたものではないた
め。

ACアダプタ SPU61A-108 非該当 2項(36) 1条四十一号 ・出力電流、電圧が
規制値以下のため。
・出力電流、電圧の
変動率が規制値範
囲外のため。

対象外 － 規制品目に当ては
まらないため。

対象外 米国産ではなく、ま
た米国規制ソフト
ウェア・技術に基づ
いて直接的に製造さ
れたものではないた
め。

LANケーブル NWTC5E-SFTP-S-SB-3
NWTC5E-SFTP-S-SB-5
NWTC5E-SFTP-S-SB-10
NWTC5E-SFTP-S-SB-15
NWTC5E-SFTP-S-SB-20
NWTC5E-SFTP-S-SB-30
NWTC5E-SFTP-S-SB-50

対象外 - - 規制品目に当ては
まらないため。

対象外 － 規制品目に当ては
まらないため。

EAR99 CCLに該当しない米
国産品が組み込ま
れているため。

EAR輸出令別表第二輸出令別表第一の１項から１５項

RGM2-201F

残留ガス分析計
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■本該非判定結果の見方
   ■輸出貿易管理令　別表第一の１項から１５項、別表第二
      判定結果 ： 「該当」　 ＝規制品目であり、規制値を満たす。
                       「非該当」＝規制品目であるものの、規制値を満たさない。
                       「対象外」＝規制品目に当てはまらない。
      判定結果が対象外のとき「いずれの項にも関係しない」となります。
      又は、項番が記載されている場合は、その他項番については「いずれの項にも関係しない」となります。
      輸出令別表第一の１項から１５項に非該当、もしくは対象外のものであっても、別表第一の１６項に該当します。
   ■米国輸出管理規則(EAR)
      判定結果 ： 「ECCN」  ＝規制品目リスト(Commerce Control List.  以下、CCL)で規定されている品目に附される分類番号。
                       「EAR99」 ＝EAR規制対象品目であり、CCLで規定されていない品目に附される分類番号。
                       「対象外」 ＝EAR規制対象品目に当てはまらないもの。

製品名 型番

判定結果 輸出令 省令 判定理由 判定結果 項番 判定理由 ECCN 判定理由

EAR輸出令別表第二輸出令別表第一の１項から１５項

LANケーブル QLC-###
###は長さを表す数字
3桁

対象外 - - 規制品目に当ては
まらないため。

対象外 － 規制品目に当ては
まらないため。

対象外 CCLに該当しない米
国産品が組み込ま
れているため。

スイッチングハブ FL Switch SFNB 8TX
FL Switch SFN 16TX
FL SWITCH 1008N

対象外 - - 規制品目に当ては
まらないため。

対象外 － 規制品目に当ては
まらないため。

5A991B1 CCLに該当する米国
産品が組み込まれ
ているため。

ソフトウェア Qulee QCS 対象外 - - 外国為替令2項(1)
に非該当のプログラ
ム。貨物としては対
象外。

対象外 - 規制品目に当ては
まらないため。

対象外 米国産ではなく、ま
た米国規制ソフト
ウェア・技術に基づ
いて直接的に製造さ
れたものではないた
め。


